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た
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一

変
更
後
の
名
称

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構

二

変
更
後
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
千
代
田
区
一
番
町
二
五

三

変
更
年
月
日

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

青
森
県
告
示
第
二
百
八
十
六
号

平
成
二
十
一
年
九
月
十
四
日
青
森
県
告
示
第
六
百
四
号

(

消
費
者
安
全
法
に
よ
る
消
費
生
活
セ
ン

タ
ー
の
設
置)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青
森
県
告
示
第
二
百
八
十
七
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

(

平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
八
十
八
号

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
二
十
七
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
同
法
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
者
を
指
定
し
た

の
で
、
同
法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

選
挙
管
理
委
員
会
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事
務
を
行
う
日
及
び
時
間

名

称

住

所

日

時

間

青
森
県
消
費
生
活

セ
ン
タ
ー

青
森
市
中
央
三
丁

目
二
〇
の
三
〇

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で

(
青

森
県
の
休
日
に
関
す
る
条
例

(

平
成
元
年
三
月
青
森
県
条
例

第
三
号)

第
一
条
第
一
項
に
規

定
す
る
県
の
休
日
を
除
く
。)

午
前
九
時
か
ら

午
後
五
時
三
十

分
ま
で

日
曜
日
及
び
土
曜
日
並
び
に
国

民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

(

昭

和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八

号)

に
規
定
す
る
休
日

(

十
二

月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
の
一
月

三
日
ま
で
の
日
を
除
く
。)

午
前
十
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
求
道
舎

上
北
郡
七
戸
町
字

舘
野
三
二
の
一
五

就
労
移
行

支
援

ク
ロ
ー
バ
ー

作
業
所

上
北
郡
野
辺
地
町

字
下
松
ノ
木
平
一

九
の
七

平
成

��

･

�･

��

社
会
福
祉
法

人
求
道
舎

上
北
郡
七
戸
町
字

舘
野
三
二
の
一
五

就
労
移
行

支
援

お
お
ば
こ
作

業
所

上
北
郡
七
戸
町
字

舘
野
三
二
の
一
五

〃

社
会
医
療
法

人
松
平
病
院

八
戸
市
大
字
新
井

田
字
出
口
平
一
七

共
同
生
活

援
助

グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
チ
ェ
リ
ー

ハ
ウ
ス

三
戸
郡
階
上
町
蒼

前
西
一
丁
目
九
の

一
九
七
九

〃

名

称

住

所

事
務
所
の
所
在
地

指
定
に
係
る
地
域

指
定
年
月
日

社
会
福
祉
法

人
桜
木
会

む
つ
市
中
央

二
丁
目
一
三

の
一
五

む
つ
市
赤
川
町
一

一
の
二
二

む
つ
市
、
大
間
町
、

東
通
村
、
風
間
浦
村

及
び
佐
井
村
の
区
域

平
成
二
十
六
年

四
月
一
日



( )

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
号

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
号(

病
院
の
長
、
老
人
ホ
ー

ム
の
長
、
身
体
障
害
者
支
援
施
設
の
長
及
び
保
護
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病

院
、
老
人
ホ
ー
ム
、
身
体
障
害
者
支
援
施
設
及
び
保
護
施
設
の
指
定)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。平

成
二
十
六
年
四
月
二
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

一
の
表
中

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
告
示
二
十
六
第
二
号

平
成
十
一
年
六
月
九
日
人
事
委
員
会
告
示
十
一
第
二
号

(

労
働
基
準
法
別
表
第
一
の
号
別
区
分)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
二
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

寺

尾

進

別
表
第
十
三
号
の
項
中

｢

三
戸
支
所｣

を

｢

三
沢
支
所｣

に
、

｢

医
療
療
育
セ
ン
タ
ー｣

を

｢

療

育
福
祉
セ
ン
タ
ー｣

に
改
め
る
。

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
十
四
号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二

号)

第
三
十
八
条
第
一
項
及
び
少
年
指
導
委
員
規
則(

昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
付
け
で
、
少
年
指
導
委
員
を
委
嘱
し
た

の
で
、
同
規
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
二
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

今

井

高

志
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青
森
県
立
あ
す
な
ろ
医
療
療
育

セ
ン
タ
ー

〃

大
字
石
江
字
江
渡
一
〇
一

青
森
県
立
あ
す
な
ろ
療
育
福
祉

セ
ン
タ
ー

〃

大
字
石
江
字
江
渡
一
〇
一

青
森
県
立
さ
わ
ら
び
医
療
療
育

セ
ン
タ
ー

〃

大
字
中
別
所
字
平
山
一
六
八

青
森
県
立
さ
わ
ら
び
療
育
福
祉

セ
ン
タ
ー

〃

大
字
中
別
所
字
平
山
一
六
八

氏

名

連

絡

先

活

動

区

域

�

松

芳

紀

木

村

一

横

山

洋

一

一

戸

誠

司

杉

本

正

岩

淵

壽

滿

青
森
警
察
署
生
活
安
全
課

(

電
話

���―
���―
����)

青
森
市
の
う
ち
、
青
森
駅
周
辺

(

安
方
一

丁
目
か
ら
二
丁
目
ま
で
、
新
町
一
丁
目
か

ら
二
丁
目
ま
で
、
古
川
一
丁
目
か
ら
二
丁

目
ま
で
、
柳
川
一
丁
目
か
ら
二
丁
目
ま

で)

、
本
町
周
辺

(

長
島
一
丁
目
か
ら
二

丁
目
ま
で
、
本
町
一
丁
目
か
ら
二
丁
目
ま

で
、
本
町
五
丁
目
、
橋
本
一
丁
目
、
堤
町

一
丁
目)

、
観
光
通
り
周
辺

(

緑
三
丁
目

九
番
か
ら
一
一
番
ま
で
、
青
葉
三
丁
目
五

番
か
ら
九
番
ま
で
、
浦
町
字
奥
野
六
一
二

番
地
か
ら
六
二
九
番
地
ま
で
、
浜
田
字
豊

田
四
六
番
地
、
浜
田
字
豊
田
三
五
七
番
地

か
ら
三
八
七
番
地
ま
で
、
浜
田
字
玉
川
一

七
七
番
地
、
浜
田
字
玉
川
二
〇
二
番
地
か

ら
二
〇
七
番
地
ま
で
、
浜
田
字
玉
川
二
二

〇
番
地
か
ら
二
二
四
番
地
ま
で
、
浜
田
字

玉
川
二
三
五
番
地
、
浜
田
字
玉
川
三
四
〇

番
地
か
ら
三
五
二
番
地
ま
で
、
八
ッ
役
字

矢
作
六
九
番
地
か
ら
七
四
番
地
ま
で
、
問

屋
町
二
丁
目
一
番
か
ら
三
番
ま
で
、
第
二

問
屋
町
二
丁
目
二
番
か
ら
五
番
ま
で
、
大

野
字
若
宮
一
八
二
番
地
、
東
大
野
二
丁
目

五
番
か
ら
一
三
番
ま
で
、
浜
田
一
丁
目
一

四
番
、
浜
田
三
丁
目
一
番
か
ら
三
番
ま
で
、

妙
見
二
丁
目
四
番
、
妙
見
三
丁
目
九
三

番)

、
は
ま
な
す
町
周
辺

(

は
ま
な
す
二

丁
目
一
番
、
は
ま
な
す
二
丁
目
五
番
、
八
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重
田
四
丁
目
二
番)

、
石
江
三
好
周
辺

(

三
好
一
丁
目
か
ら
二
丁
目
ま
で
、
石
江

字
三
好
一
七
一
番
地
、
新
田
一
丁
目
二
番
、

新
田
三
丁
目
一
一
八
番)

、
三
内
稲
元
周

辺

(

三
内
字
稲
元
一
一
八
番
地
か
ら
一
二

〇
番
地
ま
で
、
三
内
字
玉
作
一
番
地
か
ら

五
番
地
ま
で)

、
港
町
周
辺

(

港
町
二
丁

目
一
〇
番
、
港
町
三
丁
目
六
番
、
合
浦
一

丁
目
一
番)

、
南
佃
周
辺

(

南
佃
一
丁
目

一
七
番
、
南
佃
二
丁
目
七
番)

の
区
域

野

崎

径

裕

小
笠
原

嘉

八
戸
警
察
署
生
活
安
全
課

(
電
話

����―
��―
����)

八
戸
市
の
う
ち
、
本
八
戸
駅
前
周
辺

(

内

丸
一
丁
目
か
ら
三
丁
目
ま
で
、
堀
端
町
、

窪
町
、
番
町
、
馬
場
町
、
常
海
町
、
城
下

一
丁
目
か
ら
四
丁
目
ま
で
、
沼
館
一
丁
目

か
ら
四
丁
目
ま
で)

、
長
横
町
周
辺

(

堤

町
、
廿
三
日
町
、
十
三
日
町
、
三
日
町
、

八
日
町
、
十
八
日
町
、
十
六
日
町
、
寺
横

町
、
大
工
町
、
鍛
冶
町
、
六
日
町
、
朔
日

町
、
十
一
日
町
、
柏
崎
一
丁
目
九
番
、
柏

崎
二
丁
目
一
番
、
鳥
屋
部
町
、
鷹
匠
小
路
、

長
横
町
、
岩
泉
町
、
類
家
、
吹
上
一
丁
目

一
番
か
ら
三
番
ま
で)

、
類
家
周
辺

(

類

家
三
丁
目
か
ら
五
丁
目
ま
で
、
南
類
家
二

丁
目
か
ら
三
丁
目
ま
で)

、
湊
高
台
周
辺

(

湊
高
台
一
丁
目
か
ら
二
丁
目
ま
で
、
白

銀
町
字
大
沢
頭
、
白
銀
町
字
左
新
井
田

道)

、
ラ
ピ
ア
周
辺

(

江
陽
二
丁
目
、
江

陽
五
丁
目)
、
八
戸
駅
前
周
辺

(

長
苗
代

字
前
田
、
長
苗
代
字
内
舟
渡
、
長
苗
代
字

二
日
市)

、
下
長
周
辺

(

下
長
三
丁
目
か

ら
四
丁
目
ま
で
、
石
堂
二
丁
目
か
ら
三
丁

目
ま
で)

、
市
民
病
院
周
辺

(

新
井
田
西

一
丁
目
、
新
井
田
西
三
丁
目)
の
区
域

成

田

津

江

對

馬

健

一

弘
前
警
察
署
生
活
安
全
課

(

電
話

����―
��―
����)

弘
前
市
の
う
ち
、
弘
前
駅
周
辺(
駅
前
町
、

表
町
、
駅
前
一
丁
目
か
ら
三
丁
目
、
大
町

一
丁
目)

、
鍛
冶
町
周
辺

(

親
方
町
、
鍛

冶
町
、
新
鍛
冶
町
、
北
川
端
町
、
桶
屋
町
、

本
町)

、
土
手
町
周
辺

(

土
手
町
四
番
地

か
ら
九
四
番
地
ま
で
、
一
番
町)

、
城
東

周
辺

(

城
東
北
三
丁
目
か
ら
四
丁
目
、
高

崎
二
丁
目
、
末
広
一
丁
目
か
ら
二
丁
目
、

末
広
五
丁
目
、
境
関
一
丁
目
、
高
田
二
丁

目
、
高
田
三
丁
目
、
高
田
五
丁
目)

、
泉

野
周
辺

(

泉
野
一
丁
目
か
ら
五
丁
目)

、

弘
前
警
察
署
周
辺

(

神
田
一
丁
目
か
ら
二

丁
目
、
堅
田
一
丁
目)

の
区
域

長

尾

敦

子

秋

元

東

五
所
川
原
警
察
署
生
活
安
全

課(

電
話

����―
�	―
����)

五
所
川
原
市
の
う
ち
、
五
所
川
原
駅
周
辺

(

大
町
、
旭
町
、
東
町
、
布
屋
町)

、
川

端
町
周
辺

(

川
端
町
、
本
町
、
寺
町
、
岩

木
町)

、
エ
ル
ム
周
辺(

唐
笠
柳
字
藤
巻
、

島

村

隆

後

藤

悦
三
郎

石
岡
字
藤
巻)

の
区
域

工

藤

浩

治

加

藤

清

行

鎌

田

晃

今

井

哲

黒
石
警
察
署
生
活
安
全
課

(

電
話

����―
	�―
����)

黒
石
市
の
う
ち
、
徳
兵
衛
町
周
辺

(

甲
徳

兵
衛
町
、
乙
徳
兵
衛
町
、
油
横
丁
、
寺
小

路
、
横
町)

、
国
道
一
〇
二
号
周
辺

(

浅

瀬
石
字
稲
田
、
中
川
字
篠
村
、
中
川
字
花

岡)

、
ア
ク
ロ
ス
プ
ラ
ザ
周
辺

(

富
士
見

一
〇
三
番
地)

の
区
域
及
び
平
川
市
の
う

ち
、
平
賀
駅
前
周
辺

(

本
町
北
柳
田
一
番

地
か
ら
二
七
番
地
ま
で)

の
区
域

岩

城

伸

行

蓬

畑

善

弘

佐

藤

や

え

力

石

朝

子

岩

間

祐

子

十
和
田
警
察
署
生
活
安
全
課

(

電
話

���
―
��―
���	)

十
和
田
市
の
う
ち
、
東
三
番
町
周
辺

(

稲

生
町
一
四
番
か
ら
二
〇
番
ま
で
、
東
二
番

町
二
番
、
東
二
番
町
六
番
、
東
二
番
町
七

番
、
東
三
番
町
一
番
か
ら
三
番
ま
で
、
東

三
番
町
七
番
か
ら
九
番
ま
で)

、
十
和
田

市
駅
周
辺

(

東
一
番
町
一
番
、
東
一
番
町

四
番
、
東
一
番
町
七
番
、
元
町
西
一
丁
目

一
番
、
元
町
東
一
丁
目)

、
三
小
通
り
周

辺

(

東
十
三
番
町
一
三
番
か
ら
一
四
番
ま

で)

の
区
域

富

田

千
都
子

古
間
木

勝

弘

齊

�

彰

小
比
類
巻
佳
代
子

宮

野

楠

見

三
沢
警
察
署
生
活
安
全
課

(

電
話

���
―
	�―
���	)

三
沢
市
の
う
ち
、
中
央
町
周
辺

(

中
央
町

一
丁
目
か
ら
四
丁
目
ま
で)

、
幸
町
周
辺

(

幸
町
一
丁
目
か
ら
二
丁
目
ま
で)

、
松

園
町
周
辺

(

松
園
町
三
丁
目
、
大
町
二
丁

目
か
ら
三
丁
目
ま
で
、
南
町
一
丁
目
、
栄

町
二
丁
目)

、
松
原
町
周
辺

(

松
原
町
二

丁
目)

の
区
域
及
び
お
い
ら
せ
町
の
う
ち
、

木
ノ
下
小
学
校
周
辺

(

青
葉
一
丁
目
か
ら

青
葉
六
丁
目
ま
で
、
上
久
保
六
三
番
地)

、

イ
オ
ン
モ
ー
ル
下
田
周
辺

(

中
野
平
、
菜

飯)

の
区
域

木

村

功

種

市

安

彦

菊

池

政

彦

む
つ
警
察
署
生
活
安
全
課

(

電
話

���	―
��―
����)

む
つ
市
の
う
ち
、
横
迎
町
周
辺

(

本
町
、

柳
町
一
丁
目
一
番
か
ら
二
番
ま
で
、
横
迎

町
一
丁
目
一
番
か
ら
一
一
番
ま
で
、
田
名

部
町
、
新
町
三
五
番
地)

、
小
川
町
周
辺

(

小
川
町
一
丁
目
一
番
か
ら
一
六
番
ま
で
、

小
川
町
二
丁
目
一
番
か
ら
一
八
番
ま
で)

、

金
谷
周
辺

(

金
谷
一
丁
目
一
番
か
ら
一
二

番
ま
で
、
金
谷
二
丁
目
一
番
か
ら
一
三
番

ま
で
、
十
二
森
三
番)

、
下
北
赤
川
周
辺

(

下
北
町
一
番
か
ら
九
番
ま
で
、
下
北
町

一
五
番
、
仲
町
一
番
か
ら
三
番
ま
で
、
仲

町
一
三
番
か
ら
一
五
番
ま
で
、
若
松
町
一

番
か
ら
二
番
ま
で
、
若
松
町
一
〇
番
か
ら

一
二
番
ま
で
、
南
町
一
番
か
ら
三
番
ま
で
、

南
町
六
番
か
ら
九
番
ま
で
、
南
町
一
一
番
、

赤
川
町
一
番
か
ら
一
七
番
ま
で
、
南
赤
川



( )

収

用

委

員

会

公
示
送
達

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
六
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
裁
決

書
の
正
本
を
送
達
す
る
に
当
た
り
、
土
地
収
用
法
施
行
令(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号)

第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
土
地
収
用
法
施
行
令
第
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
送
達
を
行
う
。

平
成
二
十
六
年
四
月
二
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

赤

津

重

光

一

送
達
す
べ
き
裁
決
書
の
名
称

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
四
日
付
け
裁
決
書

(

青
収
委
第
四
十
三
号)

二

送
達
を
受
け
る
べ
き
者

別
表
の
と
お
り

三

送
達
す
べ
き
書
類
の
保
管
場
所

一
の
裁
決
書
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
監
理
課
内
に
お
い
て
保
管
し
て
い
る
の
で
、
い
つ
で
も

そ
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

四

そ
の
他

一
の
裁
決
書
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
二
日
を
も
っ
て
送
達
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ

ま
す
。

別
表

雑

報

平
成
26年

度
調
理
師
試
験
の
実
施
に
つ
い
て

調
理
師
法
(昭
和
33年

法
律
第
147号

)
第
３
条
の
２
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
青
森
県
知
事
か
ら

委
任
さ
れ
た
調
理
師
試
験
に
つ
い
て
､
次
の
と
お
り
実
施
す
る
｡

平
成
26年
４
月
２
日

公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー

理
事
長

宇
都
宮
久
俊

１
試
験
の
日
時
及
び
場
所

�
日
時

平
成
26年
８
月
23日

(土
曜
日
)
午
後
１
時
30分
か
ら
午
後
３
時
30分
ま
で

�
場
所

青
森
県
立
保
健
大
学
(青
森
市
大
字
浜
館
字
間
瀬
58の
１
)

２
受
験
申
請
書
の
配
布
期
間
及
び
配
布
場
所

�
配
布
期
間

平
成
26年
４
月
21日

(月
曜
日
)
か
ら
同
年
６
月
５
日
(木
曜
日
)
ま
で

�
配
布
場
所

青
森
県
健
康
福
祉
部
保
健
衛
生
課

県
内
各
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
保
健
総
室
(県
内
各
保
健
所
｡
た
だ
し
､
青
森
市
保

健
所
は
含
み
ま
せ
ん
｡
)

公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー

３
受
験
申
請
書
の
受
付
日
時
及
び
場
所

�
一
般
郵
送
受
付

平
成
26年
４
月
21日

(月
曜
日
)
か
ら
同
年
６
月
５
日
(木
曜
日
)
ま
で
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町
一
番
か
ら
一
一
番
ま
で)

、
大
湊
駅
周

辺

(

大
湊
新
町
一
番
か
ら
七
番
ま
で
、
大

湊
新
町
一
四
番
か
ら
一
七
番
ま
で
、
大
湊

新
町
二
〇
番
か
ら
二
一
番
ま
で)

、
駅
通

り
周
辺(

中
央
二
丁
目
七
番
、
旭
町
四
番)

の
区
域

氏
名

住
所

持
分
５
分
の
1

株
式
会
社
第
一
商
運

住
所
不
明
た
だ
し
､
閉
鎖
商
業
登
記
簿
上
の
住
所

青
森
県
三
戸
郡
階
上
町
大
字
角
柄
折
字
蒼
前
９
番
地
１
６
６
６

持
分
１
５
分
の
１

株
式
会
社
山
憲
運
輸

住
所
不
明
た
だ
し
､
商
業
登
記
簿
上
の
住
所

青
森
県
八
戸
市
江
陽
四
丁
目
７
番
２
３
号



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

(同
日
消
印
有
効
)

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
堀
留
町
２
丁
目
８
番
５
号
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｃ
ビ
ル
５
階

公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー
調
理
師
試
験
担
当
あ
て

�
団
体
窓
口
受
付
(５
名
以
上
で
､
電
話
連
絡
が
必
要
)

平
成
26年
５
月
７
日
(水
曜
日
)
か
ら
同
年
６
月
２
日
(月
曜
日
)
ま
で
の
平
日
の
午
前
９

時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー
調
理
師
試
験
担
当

４
受
験
資
格

�
学
歴

ア
学
校
教
育
法
(昭
和
22年
法
律
第
26号
)
第
57条
の
規
定
に
基
づ
き
､
高
等
学
校
の
入
学

資
格
を
有
す
る
者
(中
学
校
卒
業
以
上
の
者
)

イ
旧
制
国
民
学
校
高
等
科
を
修
了
し
た
者
及
び
旧
制
中
学
校
２
年
の
課
程
を
終
わ
っ
た
者
又

は
厚
生
労
働
大
臣
が
同
等
と
認
め
る
者

�
職
歴

調
理
師
法
施
行
規
則
第
４
条
に
定
め
る
施
設
で
､
２
年
以
上
調
理
業
務
(原
則
週
４
日
以
上

か
つ
１
日
６
時
間
以
上
)
に
従
事
し
た
者

５
受
験
手
数
料

6,100円

６
合
格
発
表
の
日
時
等

�
日
時

平
成
26年
９
月
29日

(月
曜
日
)

�
掲
示
場
所

公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー
掲
示
板

青
森
県
庁
東
側
掲
示
板
及
び
県
内
各
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
保
健
総
室
掲
示
板
(県

内
各
保
健
所
｡
た
だ
し
､
青
森
市
保
健
所
は
含
み
ま
せ
ん
｡
)

�
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

http://w
w
w
.chouri-ggc.or.jp/

７
問
い
合
わ
せ
先

�
公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー
調
理
師
試
験
担
当

電
話
03
(3667)

1815

�
青
森
県
健
康
福
祉
部
保
健
衛
生
課

電
話
017
(734)

9213
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